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１ 最近の動き 
 

❶第6回役員会 

 

❷関係機関（埼玉県）との打合せ 

 6月から7月にかけて、開発事業者は市と
打合せを行い、その結果をもって市は埼玉 
県の関係各課と打合せを行いました。 

 最後に、開発事業に伴う環境への影響を
評価し公害の防止や自然環境の保全を担当
する環境政策課とは、埼玉県環境影響評価 
条例に関する打合せを行いました。 

 

❸第7回役員会 

 

２ 手続きの流れ（概略） 
 

 皆様の同意が得られた際に円滑に関係機関
との協議が進むよう、仮の区域で打合せを進 
めております。 
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関係機関協議 
（仮区域） 

区域の確定 

関係機関協議 
（確定区域） 

＜協議完了＞ 

農林調整 

区画整理事業の認可 

区域内の建物移転等 

造成・建築工事 

  
皆様から寄せられました。これを受けまして、同年6月3日に役員会を開催し本会報を通じて情報 
発信をすることを決定いたしました。 
 今後、本誌を通じて開発の進捗状況や会員の皆様からの声をお届けしてまいりますので、 
本協議会の活動にご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。 
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